
令和５年 11月２日（木） 午後１時 15分～午後 ３時 30分    ４階会議室（調整会議） 

令和５年 11月７日（火） 午前８時 40分～午前 11時 00分 ４階特別会議室（政策会議） 
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令和５年度 第 1６回政策会議・調整会議 

＜検討＞ 

１ 

立地適正化計画の改訂について（都市政策課） 
<概要> 

（１） 都市再生特別措置法の改正に伴い、多治見市立地適正化計画に防災指針及び防災に係

る評価指標を追加する。 

（２） 多治見市立地適正化計画策定から５年経過し、再開発事業の完了等、誘導施策の進捗

状況を確認し更新。また、公共交通の現状に鑑みて、誘導施策の効果を把握するため

の評価指標を変更する。 

（３） その他、策定時からの時点修正を行う。 

（４） 誘導施策について、第８次総合計画実行計画とリンクさせるため、各課照会する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①災害指針に関する評価指標４は、他の評価指標と比較し抽象的なため、市民意識調査の満足度とするの

ではなく、地区タイムラインや個別避難計画の策定状況を指標とするとよいのではないか。 

 ②指標１（誘導施設機能数）について、公民館と児童館を交流センター化した場合でも、機能数は２とい

う考え方でよいか。 

 →建物数ではなく機能数でカウントするため、機能数は変わらない。 

 ③路線バスの最新の乗車人数はどのような状況か。 

 →中心部はコロナ前の８割程度まで戻りつつあるが、周辺部では６～７割程度にとどまっている。 

 ④市之倉地域及び高田小名田地域は地場産業振興地区のため、２方面へのバス路線も維持すべき公共交通

軸に加え、便数を維持できるよう管理していくべきではないか。 

 →地域公共交通網形成計画等で対応していく。基幹系のバス４路線は１時間に１本程度運行しているが、

今後は減便や廃止の可能性もあるため、新しい交通手段や自動運転バスなども含めて、各公共交通軸を維

持していく。 

 ⑤公共交通だけでなく、桔梗バスなどの地域内交通も含めた乗車人数を評価指標としてはどうか。 

 →今後の見直しの中で検討していく。 

 ⑥公共交通の定義はバスと電車のみか。公共交通の定義や指標を見直す必要があるのではないか。 

 →国の指針に基づいた定義であり、タクシーも含まれる。地域公共交通網形成計画で対応していきたい。 

【調整会議での主な意見】  

 ①事業完了した誘導施策については削除せず、実績として記載を残してはどうか。 

→総合計画と同様に、完了事業として計画からは外すこととする。 

②居住誘導区域への誘導施策に、人口減少対策と税収増対策の両方ともを追加しないのはなぜか。 

 →スケジュール的に今回の改訂に間に合わないため、新規施策として追加しないが、各誘導施策において

２つの視点をもって取り組むこととする。 

③駅南地区市街地再開発事業は、テナントに空きがある状態で事業完了としてよいか。 

→事業として完了となる。 

④評価指標１を延べ機能数でなく延床面積にしてはどうか。 

→延べ機能数でカウントする。 

 ⑤評価指標３を公共交通軸数とするのであれば、交通軸以外のエリアへの対応を検討しておいてほしい。 

⑥評価指標４について、立地適正化計画の中に具体的な防災施策は明記しないのか。 

→新規で追加する防災指針の中で記述し、進捗管理は浸水対策事業の評価を参考とする。 

⑦誘導施策の実施状況によると、未着手となっている事業もあるが、誘導施策全ての事業を市が実施する

という考えでよいか。 

→事業者が主体となって実施する事業も含まれているため、計画より遅れていたり、未着手の事業もある。 

⑧居住誘導施策 8-2 住宅取得・整備支援事業及び 8-3 集合住宅立地支援事業は、このまま実施するのか。 
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→8-2、8-3 に限らず、誘導施策について関係各課にヒアリングを行い、文言等についても検討していく。 

⑨都市機能誘導施策 5-1、5-2 について、従前の制度も活用が難しかった。今回の制度変更で変わった点

はあるか。 

→内容に大きな変更はないが、都市機能統合事業などに補助制度を活用できる可能性がある。引き続き制

度の研究を進めていく。 

 

＜報告＞ 

２ 

多治見住吉土地区画整理事業の事業計画変更（第９回）について（都市政策課） 
<概要> 

多治見住吉土地区画整理事業の事業計画変更（第９回）の認可に向けた手続きが開始されたた

め、今後のスケジュール等を報告する。なお、認可権者は多治見市長。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①今後、ごみステーションの数に変更はあるか。 

 →場所は移動しているが増減はない。 

 ②住所が確定するのはいつ頃を予定しているか。 

 →換地完了後の令和９年度中を予定しており、それまでは仮番を付番する。 

 ③今回の計画変更で、文化財保護への影響はないか。 

 →文化財保護センターと事前協議のうえ、河川の３面張りから自然な護岸に変更した。 

【調整会議での主な意見】 

 ①事業費削減に伴う計画変更とのことだが、永保寺の臥龍池や虎渓山のシデコブシの水源保護のため、水

路構造を変更したことも理由の１つであるという理解で良いか。 

 →良い。 

 

 

３ 

業務用チャットツール「LoGo チャット」の導入について（情報課） 
<概要> 

職員間の業務用連絡ツールとして、LINE 等のアプリ使用から市提供の業務専用アプリ「LoGo

チャット」の使用に全面的に切り替える。目的は、セキュリティ確保と連絡の迅速化を図るこ

と。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①LoGo チャットを導入している県内 35 団体の運用状況はどうか。 

 →管理職や危機管理部門における導入が多く、全職員対象の事例は稀である。スマホでの利用については、

各自治体で対応が異なっている。 

 ②個人情報を含む写真の送付は業務上起こり得るが、一律禁止とするか。 

 →緊急時等やむを得ない場合などについては、運用ルールを定めて可能とする。 

 ③個人スマホでの利用が任意であれば、既存のＰＣメールと機能が被るのではないか。 

 →若手職員にとって連絡に対するハードルが下がり、緊急時などにおいてより迅速な連絡が可能となる。

今後は、業務における LINE での連絡を全面的に LoGo チャットに切り替えることとする。 

 ④業務時間外においても利用を可能とすることで利便性が高まるのではないか。 

 →労務管理上、行き過ぎた利用を制限するために原則業務時間内の利用とするが、緊急時などについては

運用ルールで対応する。 

【調整会議での主な意見】 

①LINE と比較して、安全性は担保されるのか。 

 →LoGo チャットは LGWAN 上で国が指定するサーバー内にデータが保存されるため、LINE 等と比較して安

全性が確保される。 
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 ②LINE と比較して、どのように迅速化が図られるのか。 

 →仕組みは LINE と同様であるが、個人アカウントで業務上のやり取りをすることを躊躇う職員にとって、

LoGo チャット導入により共通のチャットツールでの連絡が可能となり、迅速化が図られることとなる。 

 ③業務における LINE 等でのやりとりを禁止するのか。 

 →業務上でのやり取りは原則禁止とする。業務時間外におけるやり取りは運用の中で対応して欲しい。 

④正規職員は LoGo チャットのアカウント付与を拒否できるのか。 

 →強制しない方向で検討している。 

 ⑤所属等関係なく、アカウントを付与された職員間で自由にチャットが可能となるのか。 

 →理論上は可能となる。運用ルールとして定める方向で検討する。 

 ⑥幼保職員等の、業務でパソコンを使用しない職員はどのように対応するか。 

 →希望があれば、個人のスマホに導入して使用することも可能である。  

 

 

４ 

「清流の国ぎふ」文化祭 2024 について（文化スポーツ課・福祉課） 
<概要> 

令和６年に開催される「清流の国ぎふ」文化祭 2024 について、市での開催内容を実行委員会

で決定したので報告する。それにむけ開催１年前のプレイベントや機運醸成のための県民運動

を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

５ 

若松町交差点改良事業の進捗状況と今後の予定について（道路河川課・用地課） 
<概要> 

若松町交差点改良事業における進捗状況と今後の予定について報告する。 

（１） 交差点南東側用地について用地補償契約締結に至る。 

（２） 令和６年３月下旬の環状交差点（ラウンドアバウト）の完成を目指して工事を実施す

る。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】  

 ①工事に伴い通行止めの予定はあるか。 

 →現時点では予定していない。 

 

 

＜周知＞ 

６ 

グリーンフェスタたじみ 2023 の開催について（産業観光課） 
<概要> 

多治見市産農産物の地産地消の促進を図ることを目的に、多治見市民農業祭を開催する。 

【日時】 令和５年 11 月 25 日（土） 9：00～12：00 ※野菜がなくなり次第終了 

【会場】 多治見市音羽町 虎渓用水広場 

【内容】 （１）開会セレモニー：※新規就農者（３名）の紹介あり 

     （２）催事：地元農産物の廉価市、春日井市物販ブース等 

【主催】 多治見市農業祭実行委員会 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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７ 

第 26 回たじみ子ども会議の開催について（くらし人権課） 
<概要> 

第 26 回たじみ子ども会議を開催する。 

【日時】 令和５年 12 月３日（日） 13：30～15：45 

【場所】 市役所駅北庁舎 ４階大ホール 

【内容】 （１）「みんな違っておもしろい ぼくの絵わたしの絵 絵画ｺﾝｸｰﾙ 2023」表彰式 

     （２）第 26 回たじみ子ども会議  

テーマ：「あつまれ！たじみっ子 たじみの未来について考えよう」 

【対象】 小学生（おおむね４年生）～高校３年生までの子ども ※おとなも参加可能 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

   

 

８ 

総括主査級昇任試験の実施について（人事課） 
<概要> 

令和５年度多治見市職員総括主査級昇任試験を実施する。 

【日時】 令和５年 12 月 13 日（水） 18：40～20：40 までを予定 

【場所】 産業文化センター 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】 

 ①合格予定者数は何人程度か。 

 →昨年度と同程度を想定している。 

 

 

９ 

令和５年度職員採用試験及び任期付職員採用試験（11 月試験）の実施について 

（人事課） 

<概要> 

11 月 26 日（日）多治見市役所駅北庁舎において、令和５年度職員採用試験及び任期付職員採

用試験を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

【政策会議終了後】 

   第７回 情報化推進会議（情報課） 

   第 20回 総合計画策定本部会議（第８次総合計画策定事務局） 


